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船舶事故調査報告書 

 

                              令和４年３月１６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員負傷 

発生日時 令和３年２月２５日 １６時０８分ごろ 

発生場所 島根県出雲市塩津
し お つ

漁港北西方沖 

塩津港西防波堤灯台から真方位３１５°０.６４海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３５°２９.３′ 東経１３２°４６.２′） 

事故の概要  漁船海
かい

王
おう

丸は、定置網ワイヤーロープ等漁具類の清掃作業の終了

後、本船が同ワイヤーロープから離脱中、乗組員が補助ロープに左足

首を引っ張られ、負傷した。 

事故調査の経過  令和３年４月２０日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 海王丸、１５トン 

 ＳＮ２－３０２０（漁船登録番号）、一般財団法人しまね水産業構

造改革サポート（船舶所有者）、有限会社塩津定置（船舶借入人）

（Ａ社） 

 １８.４５ｍ（Lr）×５.７８ｍ×１.２０ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、５０２kＷ、平成３０年５月１６日 

 乗組員等に関する情報 船長 ４０歳 

 一級小型船舶操縦士  

  免許登録日 平成１９年１０月１５日 

  免許証交付日 平成２９年１０月１３日 

         （令和４年１０月１４日まで有効） 

乗組員Ａ ６２歳 

乗組員Ｂ ４３歳 

 死傷者等 重傷 １人（乗組員Ｂ） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 東北東、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の末期 

 事故の経過 本船は、船長、乗組員Ａ及び乗組員Ｂほか７人が乗り組み、令和３

年２月２５日１３時００分ごろ、島根県出雲市塩津漁港の北西方沖に

設置された定置網（定第１２号）の‘海面に敷設されたワイヤーロー
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 プ（φ約４５mm）’（以下「本件ワイヤー」という。）及び本件ワイヤ

ーに取り付けてある浮
あ

子
ば

（１.２尺玉）の海藻
かいそう

等除去作業（以下「本

件作業」という。）を行う目的で出雲市塩津漁港の係留場所を出航し

た。（図１参照） 

本船は、主機を中立運転とし、本件ワイヤーに左舷を着けて並び、

船長を操舵室に、乗組員Ａほか乗組員１人を左舷船首甲板に、乗組員

１人を右舷船首に、乗組員Ｂほか３人の乗組員を中央甲板に、また、

２人の乗組員を左舷船尾甲板にそれぞれ配置し、乗組員が本件ワイヤ

ーを左舷側乾舷から甲板上に引き上げる準備に取り掛かった。（図２ 

参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左舷船首に配置についた乗組員Ａは、本件ワイヤーに化学繊維製の

補助ロープ（φ約２６mm、長さ約２４ｍ）を掛けて各甲板に設置して

あるキャプスタンで同ロープを巻いて海面の本件ワイヤーを左舷側か

ら各甲板上に引き上げた後、‘本件ワイヤーを海上に戻す際の安全対

策として更に１本の追加の補助ロープ’（以下「本件ロープ」とい

う。）を使用し、左舷船首のブルワーク上に設置されたたつ
．．

（以下

「本件たつ
．．

」という。）に結び係止し、本件作業を開始した。（図３、

４、写真１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 本船平面図 

船長 

乗組員 

① 

② 

乗組員Ａ 

乗組員Ｂ 
本事故時の乗組員の配置： 

操舵室 キャプスタン 

図１ 浮子 

本件ワイヤー 

浮子 

本件ワイヤ―     （      本事故時の本件作業範囲 ） 

搭載クレーン 

本件たつ
．．

 

写真１ 本件たつ
．．

 

ロープで固縛 

１.２尺玉 

② 
① 
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本船は、全ての清掃作業を終え、１６時００分ごろ、中央甲板で本

件作業に従事していた乗組員Ｂが、乗組員Ａの本件ワイヤーを海上に

戻す作業を手伝う目的で左舷船首方に移動して準備に取り掛かり、乗

組員Ａ及び乗組員Ｂと共にキャプスタンで巻いた補助ロープを緩めて

本件ワイヤーから補助ロープを外し、ほかの乗組員と共に本件ワイヤ

ーを海上に戻す船長からの号令を待ち、各自配置につき待機してい

た。（図５参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本船は、１６時０６分ごろ、船長が操舵室のマイクを使用して本件

ワイヤーを海上に戻す号令を発令し、乗組員が本件ロープを外して本

件ワイヤーを海上に戻し、船長が操舵室から左舷船首甲板、中央甲板

及び左舷船尾甲板を視認して本件ワイヤーが海上に戻ったのを確認

後、本件ワイヤーから離脱を開始した。（図６参照） 

乗組員Ａは、本件ワイヤーから本件ロープを外した際、本件ロープ

の先端が、本件ワイヤーと浮子の間に挟まっていることに気付き、後

進中の本船を利用し、後進力で本件ロープを引っ張って外そうと、本

件ロープを持っていた乗組員Ｂに、本件たつ
．．

に本件ロープを８の字に

巻いて係止するよう指示した。（図７、８参照） 

船長は、舵を左舵にし、主機を極微速運転の前後進を繰り返しなが

ら少しずつ船首の向きを変え、本件ワイヤーから離脱の態勢がとれた

ので帰港する目的で主機を中立運転とし、船首を北方に向け、舵を中

央に戻して微速力後進とし、後進で南進を始めた。（図８、９参照） 

本船は、本件ワイヤーから離れると同時に、本件ロープが海上に引

本件ロープ 

① 

左舷船首 

補助ロープ 

④ 

図３ 本件ワイヤーを甲板上に引き上げる準備 

本件ワイヤー 浮子 

①本件たつ
．．

 
④キャプスタン 

図４ 本件ワイヤーを甲板上に引き上げた状態 

乗組員Ａ 

もやい
．．．

結び 

乗組員Ｂ 

図５ 船長からの号令待ち状態 図６ 本件ワイヤーを海上に戻した状態 

本件ロープが挟まる 

左舷船首 

左舷 

追加で本件ロープを使用し本件たつ
．．

に結び係

本件ロープ 

図７ 本件ワイヤーと浮

子の間に挟まった

本件ロープ 

キャプスタンから外し

た補助ロープ 
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っ張られて乗組員Ｂが本件たつ
．．

に係止できず、乗組員Ａが急いで乗組

員Ｂと交代し、本件ロープを本件たつ
．．

に８の字に巻いて係止を行った

ものの、係止できず、本件ロープが海上に引っ張られながら本件ワイ

ヤーから徐々に離れていった。（写真２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

乗組員Ｂは、乗組員Ａと交代し後ろ向きで下がった際、付近の甲板

上にあるコイル状に重ねた本件ロープに左足を踏み入れたと同時に左

足首を急激に締め付けられ、乗組員Ａの背面から一気に本件たつ
．．

まで

左足が引っ張られ、海上に落下しないように本件ロープを持って引っ

張ったが、左足が引っ張られて左足首の関節部から切断された。（図

９、写真３、４参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船長は、操舵室で操船中、船首方から大きな声が聞こえた後、操舵

室の付近にいた乗組員から、乗組員Ｂが足首を切断した旨の報告を受

け、周囲の乗組員に止血の指示を行い、携帯電話でＡ社担当者に本事

故発生を連絡して救急車の要請を依頼し、直ちに塩津漁港に向かっ

た。 

乗組員Ｂは、救急車で病院に搬送され、左足関節外傷性切断、左腓

骨頭粉砕骨折及び左膝外側側副靱帯損傷と診断された。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真５ 操舵室左舷前面、写真６ 

操舵室中央前面 参照） 

 その他の事項 乗組員Ａ及び乗組員Ｂは、ヘルメット、カッパ、胴長、手袋、長靴

写真２ ８の字に巻いて係止 

（再現） 

乗組員Ａ 
乗組員Ｂ 

写真３ コイル状の輪に左足を 

踏み入れた状況（再現） 

乗組員Ｂ 

写真４ 乗組員Ｂ受傷状況 

（再現者は、乗組員Ａ） 

引っ張られた 

後進中 

左舷船首 

左舷 
船首の向きを変える 

交代 

後ろ向きで下がる 

図８ 船首の向きを変えた状態 図９ 乗組員Ａが本件ロープを係止した状態 

左足を踏み入れる 

乗組員Ｂ 

本件ロープの回収を行う 
乗組員Ｂ 

本件ロープ係止中 
乗組員Ａ 
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及びウエストベルト型の膨張式救命胴衣、作業胴衣を着用していた。 

乗組員Ａは、乗組員Ｂになるべく多くの経験を積ませたいと考え、

乗組員Ｂと作業を交代し、乗組員Ｂのそばで指導しながら本件ワイヤ

ーを海面に戻す作業を行わせた。 

乗組員Ａは、本件ロープの先端が浮子と本件ワイヤーに挟まった

際、本件ロープを本件たつ
．．

に係止すれば、本船の後進で直ぐに外れる

と思い、船長に知らせなかった。 

乗組員Ａは、乗組員Ｂを背面にして本件ロープを本件たつ
．．

に係止す

る作業を行っていたので、乗組員Ｂが本件ロープに左足を踏み入れた

ところを見ておらず、気付いた時には乗組員Ｂが一瞬にして本件たつ
．．

まで左足が引っ張られ、救助する間もなかった。 

乗組員Ｂは、地元の高校を卒業後、陸上会社に勤務し、令和２年７

月にＡ社に入社して乗組員として乗船し、本件作業を行うのは初めて

であった。 

 乗組員Ｂは、現場教育を行う乗組員より、ワイヤーロープ等を甲板

上に引き上げる作業を行う場合、ワイヤーロープ等によって弾かれた

りする恐れがあるので、ワイヤーロープ等に身体を近づけないこと、

また、甲板上の足元にあるロープ類に近づいたり、足を踏み入れない

等の指導を受けていた。 

乗組員Ｂは、本事故時、本件ロープを本件たつ
．．

に係止できず、慌て

てしまい、乗組員Ａと交代し後ろ向きで下がった際、付近の甲板上に

コイル状に重ねてある本件ロープに左足を踏み入れてしまったと、本

事故後に思った。 

船長は、本事故時、本件ワイヤーを海上に戻し、操舵室から左舷船

首甲板を視認した際、左舷船首甲板に搭載したクレーンが死角とな

り、本件ロープの先端が浮子と本件ワイヤーに挟まった状況が見え

ず、また、乗組員Ａから本件ロープの先端が浮子と本件ワイヤーに挟

まった状況を知らされなかったので、乗組員Ａ及び乗組員Ｂが、本件

ロープの先端を取り外す作業を行っていることに気付かず、本船は本

件ワイヤーからの離脱を開始した。（写真６、７参照） 

船長は、本船には作業経験の長い乗組員が多く、また、本事故時ま

で一度も事故がないので乗組員に任せておいても大丈夫と思い、本件

ワイヤーを海上に戻した際の操舵室へのかけ声の合図を行う等の取り

決めをせず、操舵室で本件ワイヤーが海上に戻ったのを自ら確認後、

本件ワイヤーから離脱するため後進を始めた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、塩津漁港北西方沖の定置網において、本件ワイヤーから離
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脱を開始する目的で、船長が後進を始めた際、左舷船首甲板の本件ロ

ープの先端が浮子と本件ロープに挟まり、乗組員Ａ及び乗組員Ｂが本

件ロープを本件たつ
．．

に係止できず、乗組員Ｂが、後ろ向きで下がった

際、付近のコイル状に重ねた本件ロープに左足を踏み入れたことか

ら、本件ロープが海上に引っ張られた際、左足首を急激に締め付けら

れるとともに左足が引っ張られて負傷したものと推定される。 

乗組員Ｂは、付近の甲板上に本件ワイヤーがコイル状に置いてある

のを知っていたが、本件ロープを本件たつ
．．

に係止できず、慌ててしま

い、急いで乗組員Ａと交代した際、後ろ向きで下がったことから、付

近の甲板上にある本件ロープに左足を踏み入れたものと推定される。 

船長は、左舷船首甲板に搭載したクレーンが死角となり、本件ロー

プの先端が浮子と本件ワイヤーに挟まった状況が見えず、また、乗組

員Ａから本件ロープの先端が浮子と本件ワイヤーに挟まった状況を知

らされなかったことから、本件ロープの先端を取り外す作業を行って

いることに気付かず、本件ワイヤーから離脱を開始して後進を始めた

ものと推定される。 

船長は、本船には作業経験の長い乗組員が多く、また、本事故時ま

で一度も事故がなかったことから、本件ワイヤーを海上に戻した際の

操舵室へのかけ声の合図を行う取り決めをしていなかったものと考え

られる。 

乗組員Ａは、本件ロープを本件たつ
．．

に係止すれば、本船の後進で直

ぐに外れると予測したことから、本件ロープの先端が浮子と本件ワイ

ヤーに挟まった状況を船長に知らせなかったものと考えられる。 

原因 本事故は、本船が、塩津漁港北西方沖の定置網において、本件ワイ

ヤーから離脱を開始する目的で、船長が後進を始めた際、左舷船首甲

板の本件ロープの先端が浮子と本件ワイヤーに挟まり、乗組員Ａ及び

乗組員Ｂが本件ロープを本件たつ
．．

に係止できず、乗組員Ｂが、後ろ向

きで下がった際、付近のコイル状に重ねた本件ロープに左足を踏み入

れたため、本件ロープが海上に引っ張られた際、左足首を急激に締め

付けられるとともに左足が引っ張られたことにより発生したものと推

定される。 

再発防止策 

 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・乗組員は、ロープを扱う作業の際、慌てず、付近の甲板上を確認

し、コイル状に重ねたロープに足を踏み入れないこと。 

 ・船長は、乗組員に対し、定置網のワイヤーロープ等を海上に戻

し、補助ロープの回収が終わった際、操舵室の船長に向け、かけ

声等の合図を行うよう指導し、合図を確認した後、同ワイヤーロ

ープ等からの離脱を開始することなどを取り決めておくこと。 

 ・乗組員は、補助ロープが浮子とワイヤーロープの間に挟まった場
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合、無理に外そうとせず、船長に報告して指示に従うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 
（令和３年２月２５日 
 １６時０８分ごろ発生） 

宍道湖 
中海 

境港市 

松江市 

出雲市 
米子市 

出雲市 

島根県 
鳥取県 

島根県 
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写真６ 操舵室中央前面 写真５ 操舵室左舷前面 

搭載クレーン 


